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■1 計画策定にあたって
計画策定の背景と趣旨

阿久比町（以下「本町」という。）では、「共に生き、共に支え合う、安心で住みよい　あぐい」の基本理
念のもと、「自立と社会参加の支援」、「地域生活支援の基盤づくり」、「保健、保育、教育、医療の充実」、「安
全・安心なまちづくり」の実現を基本目標として事業の推進を図り、障がい福祉施策の充実に努めてきました。

近年の障がい者を取り巻く環境をみても、障がい者や家族等の高齢化により、障がい福祉のニーズはさら
に複雑多様化し、様々な支援を切れ目なく提供できる仕組みを構築することが求められています。

そこで本町は、障がいのある人をめぐる動向や法制度の変革の動きに的確に対応していくとともに、「第
４次阿久比町障害者計画」（６か年）を策定します。

また、障がい者の地域生活を支援するために、様々な法制度などが整えられ、新たなサービスの創設や、
障がい児支援施策の拡充のほか、サービスの質の確保及び向上を図るための様々な環境整備が進められてい
ます。障害福祉サービスの提供体制を計画的に整備するとともに、各施策の進捗状況を点検・評価し、今後
３年間のサービスの必要量を見込み、適切なサービス量を確保することを目的に、「第７期阿久比町障害福
祉計画」「第３期阿久比町障害児福祉計画」（３か年）を策定します。

計画の位置づけ
本計画は、阿久比町のまちづくりの総合的指針である「阿久比町総合計画」を上位計画として、国や県及

び本町における関連計画との整合性を図りつつ策定するものです。

計画の期間

■2 計画の基本的な考え方
計画の基本理念

共に生き、共に支え合う、安心で住みよい　あぐい

計画名 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度

障害者計画

障害福祉計画

障害児福祉計画

第３次 第４次

第６期 第７期

第２期 第３期
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計画の施策体系
基本目標 基本施策 具体的施策

Ⅰ
あんぜんで
あんしんな

まち

１．差別解消及び権利
　　擁護の推進

２．福祉のまちづくりの
　　推進

３．防災、防犯対策の
　　推進

（１）人権・権利擁護の推進

（２）成年後見制度の普及

（３）差別解消、虐待の防止

（１）地域福祉活動の推進

（２）移動しやすい環境の整備

（３）障がいのある人を支える人材の確保・養成

（１）防災対策の推進

（２）防犯対策の推進

Ⅱ
ぐんぐんと
すこやかに
すみやすい

まち

１．保健・医療サービス
　　の充実

２．保育体制の充実

３．教育と放課後施策等
　　の推進

（１）母子保健事業（乳幼児期）

（２）学齢期保健事業

（３）成人、高齢者保健事業

（４）医療費支給事業

（１）未就園児と母親（保護者）に対する教室

（２）特別支援（インクルーシブ）保育と交流保育

（１）幼保小中の連携した教育支援

（２）特別支援教育指導員による支援・指導

（３）学校支援員の配置・充実

（４）障害児通所支援事業

（５）日中一時支援事業（Ｂ型）

（６）放課後児童健全育成事業（げんきッズ）

Ⅲ
いきいきと
かがやける

まち

１．相談支援体制の充実

２．情報のバリアフリー
　　化と意思疎通支援の
　　充実

３．自立した生活の支援

４．雇用、就労

５．スポーツ、文化、
　　芸術活動の促進

（１）相談支援体制の充実

（２）重層的支援体制整備事業の充実

（１）情報提供の充実

（２）コミュニケーション支援の充実

（３）障がい者団体への支援

（１）障害福祉サービスの充実

（２）地域生活及び地域生活支援事業の充実

（３）経済的自立の支援

（１）多様な就労支援の推進

（２）福祉的な就労支援の充実

（１）スポーツ・レクリエーション活動の支援

（２）文化活動参加への支援

（３）職親委託事業
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計画の基本目標
「共に生き、共に支え合う、安心で住みよい あぐい」の実現に向けて、現状の課題等を踏まえ、今後の制

度改革に関わる動向に注視しながら、次の３つを基本目標として、施策の展開を図ります。

 基本目標Ⅰ　あんぜんであんしんなまち
障がいのある人はもとより、誰もが安全・安心な生活が送れるよう、すべての人にやさしいまちづくりを

進めます。障がいのある人の社会参加を促進するまちの環境整備や、障がい特性を踏まえた住環境の整備・
改善、また防災・防犯体制の整備に努めるとともに、障がいのある人の差別・虐待が防止され、個人として
の権利が守られながら暮らせることを目標とします。

 基本目標Ⅱ　ぐんぐんとすこやかにすみやすいまち
障がいのある子どもが、安心して地域の中で生活できるよう支援し、障がいの特性や状況に応じた保育・

教育体制の整備も必要です。障がいのある子どもやその家族に対する相談・支援体制の充実を図り、個々の
状況に応じた保育・教育環境づくりに努め、関係機関が連携しニーズに対応した支援を推進します。

また、障がいの発生を予防するための保健事業や、障がいの早期発見・早期治療のための各種健康診断等
を実施し、妊娠期から高齢期に至るライフステージにおいて、個々のニーズに対応できるよう一貫した支援
体制の整備を図ります。

 基本目標Ⅲ　いきいきとかがやけるまち
障がい福祉制度の整備が進み、多様なサービスが提供されるようになる中、障がいのある人が生きがいを

持って社会的に自立した生活を送るためには、様々なサービスが質・量ともに充実することや、関係機関が
連携し、切れ目のない相談支援体制を構築することが求められます。障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビスや地域生活支援事業、必要な用具の給付を行い、障がいのある人やその家族の地域生活を支援します。
また、障がいのある人だけではなく、その家族も含めた複合的な課題に対応できるよう、総合的な相談支援
体制の構築を目標とします。

■ 「共に生き、共に支え合う、安心で住みよい あぐい」の概念図

ああんぜんでんぜんで
あんしんなあんしんな

まちまち

ぐぐんぐんとんぐんと
すこやかにすこやかに
すみやすいすみやすい

まちまち

いいきいきときいきと
かがやけるかがやける

まちまち
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■3 障害福祉サービス一覧
訪問系 日中活動系 居住系 相談支援 障がい児支援

●居宅介護
　（ホームヘルプ）
●重度訪問介護
●同行援護
●行動援護
●重度障害者等包

括支援

●生活介護
●自立訓練
　（機能訓練・生活

訓練）
●就労選択支援
●就労移行支援
●就労継続支援
　（Ａ型・Ｂ型）
●就労定着支援
●療養介護
●短期入所
　（福祉型・医療型）

●自立生活援助
●共同生活援助
　（ グ ル ー プ ホ ー

ム）
●施設入所支援

●計画相談支援
●地域移行支援
●地域定着支援

●児童発達支援
●放課後等デイ
　サービス
●保育所等訪問支

援
●居宅訪問型児童

発達支援
●障害児相談支援

■4 令和８年度の成果目標
（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行

項　目 目　標 考え方

地域移行者数 1 人
（7％）

令和４年度末の全入所者のうち、施設入所から
グループホーム等へ移行した人数

施設入所者の削減数 1 人
（7％） 令和８年度段階での削減する人数

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

項　目
目　標

令和６年度 令和７年度 令和８年度
保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数 2 回 2 回 2 回
保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目
標設定及び評価の実施回数 1 回 1 回 1 回

保健、医療及び福祉関係者
による協議の場への関係者
の参加人数

保健 2 人 2 人 2 人
医療（精神科） 1 人 1 人 1 人
医療（精神科以外） 0 人 0 人 0 人
福祉 3 人 3 人 3 人
介護 1 人 1 人 1 人
当事者 1 人 1 人 1 人
家族等 1 人 1 人 1 人
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（３）地域生活支援の充実

項　目
目　標

令和８年度
地域生活支援拠点等の設置箇所数 1 か所
コーディネーターの配置人数 1 人
地域生活支援支援拠点等の検証及び検討の実施回数 1 回以上／年
強度行動障害者に関する地域の関係機関が連携した支
援体制の整備の有無【新規】 整備

（４）福祉施設から一般就労への移行等
項　目 目　標 考え方

令和８年度の一般就労移行者数 6 人
（2.0 倍）

就労移行支援事業等を通じて令和８年度に一般
就労する人数

就労移行支援事業 4 人
（1.3 倍）

就労移行支援事業を通じて令和８年度に一般就
労する人数

就労継続支援Ａ型事業 1 人 就労継続支援Ａ型事業を通じて令和８年度に一
般就労する人数

就労継続支援Ｂ型事業 1 人 就労継続支援Ｂ型事業を通じて令和８年度に一
般就労する人数

令和８年度末の就労定着支援事業
利用者数

6 人
（1.5 倍）

令和８年度末において就労定着支援事業を利用
する人数

（５）障がい児支援の提供体制の整備等

項　目
目　標

令和８年度
児童発達支援センターの設置数 圏域で１か所
障害児の地域社会への参加・包容の（インクルージョン）
推進体制の構築の有無 構築

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の
確保数 圏域で 1 か所

主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス
事業所の確保数 圏域で 1 か所

医療的ケア児等の支援に関して、保健、医療、障害福祉、
保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の
場の設置の有無

障がい者自立支援協議会こども部会の
下部組織として協議を継続

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置数 1 人
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（６）相談支援体制の充実・強化等

項　目
目　標

令和６年度 令和７年度 令和８年度
基幹相談支援センターの設置の有無 設置 設置 設置

基幹相談支援センター
による地域の相談支援
体制の強化

地域の相談支援事業所に対する訪問
等による専門的な指導・助言件数 60 件 60 件 60 件

地域の相談支援事業所の人材育成の
支援件数 4 件 4 件 4 件

地域の相談機関との連携強化の取組
の実施回数 5 回 5 回 5 回

個別事例の支援内容の検証の実施回
数 3 回 3 回 3 回

主任相談支援専門員の配置数 1 人 1 人 1 人

協議会における個別事
例の検討を通じた地域
のサービス基盤の開
発・改善等【新規】

相談支援事業所の参画による事例検
討の実施回数 1 回 1 回 1 回

参加事業者・機関数 28 機関 28 機関 28 機関
専門部会の設置数 3 部会 3 部会 3 部会
専門部会の実施回数 8 回 8 回 8 回

（７）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

項　目
目　標

令和６年度 令和７年度 令和８年度
障害福祉サービス等に
係る各種研修の活用 研修への本町職員の参加人数 5 人（延） 5 人（延） 5 人（延）

障害者自立支援審査支
払等システムによる審
査結果の共有

事業所や関係自治体等と共有する体
制の有無及び実施回数 1 回 1 回 1 回

（８）発達障がい等に対する支援

項　目
目　標

令和６年度 令和７年度 令和８年度

ペアレントトレーニング
受講者数 20 人 20 人 20 人
実施者数 1 人 1 人 1 人

ペアレントプログラム
受講者数 20 人 20 人 20 人
実施者数 1 人 1 人 1 人

ペアレントメンターの人数 1 人 1 人 1 人
ピアサポートの活動への参加人数 5 人 5 人 5 人
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■5 計画の推進に向けて
計画の進捗状況の点検・評価体制

本計画については、「計画（Plan）」「実行（Do）」「評価（Check）」「改善（Act）」のプロセスを実施し、
成果目標の達成状況等について、毎年度点検・評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更や事業
の見直し等の措置を講じていきます。

また、点検・評価及び改善にあたっては、県、近隣市町等との連携を図るとともに、障がい者自立支援協
議会等を活用することにより、関係者の意見を聴く中で検討を行っていきます。

SDGs（持続可能な開発目標）への対応
障がいの有無に関わらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、その人らしい生活を送ることがで

きる地域共生社会の実現が目標とされています。
本町においても、障がいのある人が地域において安心して暮らすことができる、共生社会の実現をめざし、

基本施策と SDGs の目標を踏まえて施策を推進していきます。

【概要版】
第４次阿久比町障害者計画
第７期阿久比町障害福祉計画・第３期阿久比町障害児福祉計画
発行日：令和６年３月
発　行：阿久比町　民生部　住民福祉課
　　　　　　　　　　　　　子育て支援課
住　所：〒 470-2292
　　　　愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越 50 番地
ＴＥＬ：（0569）48-1111（代表）
ＦＡＸ：（0569）48-0229
 Email：fukushi@town.agui.lg.jp
 H　 P：https://www.town.agui.lg.jp/

〈表紙の絵の紹介〉
作品名：「ろうそく」
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具体的な施策の実施

施策の評価・検証

改善の検討

Plan

Do
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Action PDCA
サイクル


